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葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画について 

 

 

 

 

１ 主旨                            

国は、令和６年４月に太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの利用拡大

を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以下「法」

という。）を改正し、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」を創設し

ました。 

また、東京都では、都内にある多くの建築物を最大限活用して再生可能エネ

ルギー利用設備（以下「再エネ利用設備」という。）の導入を促進するために、

「東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針（以下「策定指針」

という。）」を策定しました。 

これを受け、区においても、ゼロエミッションの実現に資するために、建築

物の再エネ利用設備の設置促進につながる措置として、「葛飾区建築物再生可

能エネルギー利用促進計画（以下「促進計画」という。）」を策定します。 

２ 主な内容                            

促進計画では、策定指針に基づき以下の項目を定めます。 

 

（１）対象区域の範囲 

   葛飾区全域 

 

（２）建築物の規制緩和 

建築物に対して、建築基準法における高さ制限等に係る特定行政庁の特例

許可を受けることを可能とするための要件を定めます。 

これにより、高さ制限等を超える場合であっても、特例許可を受けること

で、ソーラーカーポートや太陽光発電設備等の再エネ利用設備の設置が可能

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針 
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ア 再エネ利用設備の種類 

 ・太陽光発電設備（太陽光パネル） 

 ・太陽熱利用設備 

 

イ 特例許可を受ける項目・主な要件 

項目 主な要件 

建築基準法第５２条 

（容積率制限） 

・屋上、陸屋根若しくは地上にソーラーカーポ

ート等を設置するもの、又は、建築物内に太陽

熱利用設備に係る蓄熱槽、貯湯槽、補助熱源等

を設置するものであること 

建築基準法第５３条 

（建蔽率制限） 

・敷地内に空地を有すること 

・ソーラーカーポート等と敷地境界線との間に

距離を有すること 

・避難上支障ないこと 

建築基準法第５５条 

（絶対高さ制限） 

・太陽光パネルや太陽熱利用設備の設置により

周囲に対する日影が増大しないこと 

建築基準法第５８条 

（ 高 度 地 区 に お け る

高さ制限） 

・太陽光パネルや太陽熱利用設備の設置により

周囲に対する日影が増大しないこと 

・高度地区の指定趣旨に配慮していること 

【共通事項】 

・ソーラーカーポート等を設置する場合、その架台下を「屋内的に利用

しない」又は、架台下の用途が「自動車車庫」又は「通常であれば屋

外的な用途」であり、交通負荷が増大しないこと 

 

（３）建築主への説明義務 

建築物を設計する建築士が、建築主に対し、設備導入の意義やメリット、

設置により生じる費用等について説明することを義務付けし、建築主が建築

士から情報提供を受けることにより、再エネ利用設備の設置促進を図ります。 

また、法第 63 条第１項の規定では、「条例で定める用途に供する建築物

の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、建築主

に対し、当該設計に係る建築物に設置することができる再エネ利用設備につ

いて、書面を交付して説明しなければならない。」とされており、説明義務

に効力を生ずるために、建築物の用途と規模について条例で定める必要があ

ることから、計画の策定に合わせて、条例を制定する予定です。 

 

３ 策定予定日                         

令和７年３月 



葛飾区の
建築物再生可能エネルギー利用の促進について

住宅・ 建築物に設置できる再エネ利用設備

再生可能エネルギー利用設備（ 再エネ利用設備） は、 太陽光や太陽熱、 風力
などの自然の力を 使っ て生活に必要なエネルギーを 作る設備です。

葛飾区は、 2050年までに温室効果ガスの排出を全体と し てゼロにする「 ゼロエ
ミ ッ ショ ンかつし か」 を宣言し 、 2030年度の温室効果ガス排出量を５ ０ ％削減
（ 2013年度比） するこ と を目標と し ています。

カ ーボンニュ ート ラ ルの実現を図るためには、 建築物分野におけるエネルギー
消費量の削減を図ると と も に、 太陽光などの再生可能エネルギーを積極的に活用
するこ と が重要です。

建築物に再エネ利用設備を設置するこ と で、 従来の化石燃料由来のエネルギー
消費量を削減するこ と ができ 、 CO２ 排出量の削減に貢献するこ と ができます。

メ リ ッ ト ① CO2排出削減への貢献

停電時や災害時などの、 も し も の時に頼り になり ます。

例えば太陽光発電設備の場合、 停電時にも 発電し た電気を利用するこ と がで
き るため、 スマート フ ォ ンの充電等が可能になり ます。

メ リ ッ ト ③ 災害時に強い

再エネ利用設備の導入により 、 光熱費の節約が期待でき ます。
例えば、 太陽光発電設備で生み出し た電気を使う こ と で、 年間約5.4万円※の電力

費用の節約が可能です。

メ リ ッ ト ② 家計に優し い

建築主・ 建築士の皆様へ

※ 設置する設備機器を4 kW、 電力会社から 購入する電力の削減量を約1.6千kWh/年、 自家消費分の
電気料金単位を34.0円/kWhと 仮定し て算出（ 詳し い試算条件についてはp.5を参照）

住宅・ 建築物に設置でき る再エ
ネ利用設備と し ては、 太陽光発電
設備、 太陽熱利用設備、 バイ オマ
ス設備等があり ます。

再エネ利用設備のメ リ ッ ト
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再エネ利用設備に関する説明義務制度

説明内容
① 設備の種類（ 例： 太陽光発電設備）

② 設備の規模（ 例： 太陽光発電設備のシステム容量（ 単位： ｷﾛﾜｯﾄ）

法令上、 建築士が建築主に説明するこ と と さ れている項目は主に以下の２ 点です。

「 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」 に基づき、 「 建築物再生可能エ
ネルギー利用促進区域」 内において、 建築士は、 建築主に対し て設置するこ と ができ る
再エネ利用設備について書面を交付し て説明するこ と が義務付けら れています。

また、 区域内で、 建築主は、 再エネ利用設備を設置するよう 努めるこ と と さ れています。

※建築主が説明を要し ない旨の意思表明を し た場合、 建築士から 説明は行われません。

□ 再エネ利用設備に関する説明を希望し ます 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

再エネ利用設備の設置を □ 希望し ます
□ 未定

※こ のほか、 設備に関する関連情報についても 説明を推奨し ています

葛飾区にお住まいの皆様へ

説明義務制度の
対象と なる区域

区内全域

補助制度のご案内 ＜葛飾区＞
・ かつし かエコ 助成金

（ 太陽光発電システム設置助成）
（ 高断熱住宅助成）
（ 蓄電池設置助成）
（ 電気自動車充電設備設置助成）

＜東京都＞
・ 災害にも 強く 健康にも 資する断熱・ 太陽光住宅普及拡大事業
・ 東京ゼロエミ 住宅普及促進事業
・ 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 など

２

※建築士から の再エネ利用設備に関する説明を希望し ない場合には、 以下についてご記入く ださ い。

建築士の氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殿 ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

＿＿＿＿建築士 ＿＿＿＿登録 第＿＿＿＿号

建築主の氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

建築物の所在地 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□ 再エネ利用設備に関する説明を 希望し ません



太陽光発電設備の特徴

太陽光発電システムは、 基本的に太陽電池モジュ ール、 接続箱、 パワーコ ンディ ショ ナー、
ケーブルから 構成さ れ、 こ れを分電盤につないで発電電力を供給し ます。 こ れら にHEMSや蓄

電地、 電気自動車等を組み合わせるこ と で、 発電し た電力を住宅でより 多く 効率的・ 効果的に
利用するこ と ができ ます。

出所） 一般社団法人太陽光発電協会ホームページ、 「 太陽光発電システム PV施工技術者研修テキスト 」

太陽光発電システムは、 太陽光が得ら れる時間帯に発電し ます。 一般的に晴れた日の日
中に最も 多く 発電し 、 夜間は発電し ません。 曇り の日は晴れた日の40％～60％、 雨の日は
25％程度の発電量になると いわれています。

●発電する時間帯は

住宅に太陽光発電システムを設置する場合、 一般的に発電し た電力はまず設置し た住宅
で使います（ 自家消費と いいます） 。 標準的な住宅では、 朝方と 夕方から 夜にかけた時間
帯で電力が多く 使われ、 外出し がちな日中は使われる電力は少なく なり ます（ 住宅で使わ
れる電力量のこ と を電力需要と いいます） 。

一定規模以上の太陽光発電システムを設置し た場合、 晴れた日の日中は自家消費し ても
発電電力が余り ます（ 余剰電力と いいます） 。 余剰電力はそのままではためておけないの
で、 電力会社の電力網（ 商用電力系統） に流し て（ 逆潮流） 、 他の場所で使っ ても ら いま
す。 こ の際に電力会社に流し た電力は売るこ と ができ ます（ 売電） 。

自家消費率を高める方法と し て、 昼間湧き 上げのヒ ート ポンプ給湯機の設置や蓄電池の
設置と いっ た方法があり ます。

●発電し ない時間帯は

逆に、 早朝や夜間は電力需要が多く なり ますが、 太陽光発電システムは発電し ません。
こ のよう な時間帯は電力会社から 電力を購入し ます（ 買電と いいます） 。 曇り や雨の日な
ど発電量が少なく 電力需要が多いと き にも 電力を購入し ます。

太陽光発電設備の使い方

晴れた日 曇り の日 雨の日

朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜

発電電力の

余剰電力分

発電量

電力需要

発電電力の自家消費分

買電分

売電分

① 太陽光発電設備

３

再エネ利用設備について（ 設備の種類毎の詳細）



●余剰電力を売電する ～FITと 卒FIT ～
発電電力を自家消費し たう えで余っ た余剰電力を電力会社に売電する制度と し て、 FIT

（ Feed-in Tariff 再生可能エネルギーの固定価格買取制度） が整備さ れています。 FITは、

太陽エネルギーなど再生可能エネルギーから つく ら れた電力を、 電力会社が一定期間、 一
定価格で買い取るこ と を国が保証する制度です。 住宅に設置さ れるこ と の多い容量10kW未
満の太陽光発電システムの場合、 買取期間は10年です。 買取価格は毎年改定さ れており 、
2024年度は1kWあたり 16円※と なっ ています。

10年間のFIT期間の終了後（ 卒FIT後） は、 太陽光発電システム設置者は新たに売電先の電

力会社と 契約するこ と になり ます。 その際の買取価格は各電力会社が設定し たも のと なり
ます。

※FIT制度を 利用するにあたり 経済産業省から 事業計画認定を 受けた認定日が属する 期間の価格
が適用さ れます。

太陽光発電システム設置

FIT期間

（ 余剰電力は一定価格※で買い取り ）

卒FIT後

（ 改めて電力会社と 契約。

買取価格は契約条件による）

10年後 卒FIT

４

住宅に太陽光発電システムを導入する方法には、 住宅所有者が自分で設備を購入し 、 設置
し 、 発電電力を使用する「 自己所有型」 のほかに、 住宅の屋根に第三者が太陽光発電システ
ムを設置する「 オンサイ ト PPA型（ 第三者所有モデル） 」 や機器をリ ースし て設置する
「 リ ース型」 があり ます。 オンサイ ト PPA型やリ ース型では、 住宅所有者の初期投資なし で
太陽光発電システムを設置するこ と ができ ます。

※設置から 10年間は事業者が所有し 、 それ以降は住宅所有者に無償譲渡さ れる形態が一般的です。

※発電事業者が住宅の屋根を賃借し て太陽光発電設備を 設置する場合、 その賃借権には対抗要件
を 備えるこ と ができ ず、 貸主が住宅を第三者に売却し た場合などには賃借権をその第三者に対
抗でき ないため、 住宅の売却などの際には注意が必要です。

「 初期投資０ での自家消費型太陽光発電設備の導入について～オンサイ ト PPAと リ ース」 （ 環境省） より 作成

太陽光発電設備の導入方法

導入方法 概要

自己所有

① 住宅所有者が自身の費用負担で住宅に太陽光発電システムを 設置する。

② 住宅所有者が所有し 、 自身の費用負担で維持管理する。

③ 住宅所有者が発電電力を 消費、 余剰電力は系統へ売電し 、 売電収入を 得る。

オンサイ ト

PPA※

（ 第三者所有モデ

ル）

① 発電事業者の費用負担で、 個人住宅に太陽光発電システムを 設置する。

② 発電事業者が所有し 、 事業者負担で維持管理する。

③ 発電事業者が住宅所有者に電力を 販売、 余剰電力は系統へ売電し 、 事業者

が売電収入を得る。

リ ース

① リ ース事業者が住宅に太陽光発電システムを 設置・ 所有し 維持管理する。

② 住宅所有者はリ ース事業者にリ ース料金（ 設置・ 維持管理費用） を 支払う 。

③ 住宅所有者が発電電力を 消費。 余剰電力は系統し 、 売電収入を得る。

表3 住宅への太陽光発電設備の導入方法



太陽光発電システムを設置し た場合の経済性は、 経済的効果の側面と し て「 ①太陽光発
電電力を自家消費するこ と による購入費用の削減効果」 、 「 ②太陽光発電電力の余剰電力
を売電するこ と による収益」 と 、 設置・ 運転に要する費用と し て「 ③システムの設置費
用」 、 「 ④システムの運転維持費用」 、 「 ⑤システムのリ サイ ク ル費用」 と の収支と 考え
るこ と ができ ます。

太陽光発電設備の設置により 生じ る費用と メ リ ッ ト

経済的効果

①自家消費による電力購入費用の削

減効果

②売電による収益

設置・ 運転コ スト

③システム設置費用（ 設備費＋工事費）

④システム運転維持費用（ 使用期間中の合計）

⑤システムリ サイ ク ル費用

「 メ リ ッ ト 」 と

「 コ スト 」 の収支

①電力購入費用の削減効果

発電電力を自家消費すると 、 その分電力会社から 購入する電力量を減ら すこ と ができ 、
購入費用を削減でき ます。 購入電力の削減効果は、 大手電力会社の令和6年8月時点の家
庭用電気料金単価から 、 概ね34円/kWhと し ています。

②売電による収益
自家消費し たう えで余剰電力を電力会社に売電する価格は、 FIT期間中の10年間は16円

/kWh（ 2024年度に発電を開始する場合） です。 FIT終了後に電力会社に売電する価格は、
会社によっ て価格は異なり ますが、 8.5円/kWhと し ています。

③太陽光発電システムの設置費用（ 設備費、 工事費）

太陽光発電システムの設置に要する費用には、 太陽電池モジュ ールやパワーコ ンディ
ショ ナーなどの機器費用、 太陽電池モジュ ールを屋根に固定する架台費用などの設備費
と 、 実際に屋根に取り 付け配線する工事費があり ます。

新築住宅に太陽光発電システムを導入する場合の平均的な費用は、 約29.3万円/kW（ 税
込み） と さ れています。

５

試算条件

④太陽光発電システムの運転維持費用

太陽光発電システムが適正に発電し 続けるためには、 定期的な保守点検や周辺機器の
更新が欠かせません。 4 kWの設備を30年間使用すると 想定し た場合、 運転維持費用は以
下のよう になり ます。

・ パワーコ ンディ ショ ナーの交換費用 15年間で一度の交換 27万円/台

※パワーコ ンディ ショ ナ―は15年程度で一度交換が必要と なり 、 本試算ではシステム全
体を30年間使用し 、 期間中にパワーコ ンディ ショ ナーを一度交換するも のと 仮定し て
います。

なお、 日常的には、 ごみやほこ り 等が太陽光パネルの表面につく と 、 発電量が減るこ
と も あり ますが、 雨風で洗い流さ れてほぼ元の能力に回復すると 言われており 、 一般的
な住宅地では、 定期的に屋根に登っ て掃除をする必要は殆どあり ません。

⑤将来のリ サイ ク ル費用

リ サイ ク ルの際には別途費用が発生し ます。

出所（ ①～⑤） ） 東京都環境局「 太陽光パネル設置に関するＱ ＆Ａ 」 （ 令和6年9月19日）



住宅に4kWの太陽光発電システムを導入し た場合を試算すると 、 「 設置するこ と によ
る1年当り の経済的効果」 と 「 設置・ 運転するための費用」 は表1、 表2のよう になり ま
し た。 初期費用117万円が13年（ 東京都の現行の補助金を活用し た場合8年、 葛飾区の補
助金を活用するこ と で更に短い期間） 程度で回収可能です。 また、 30年間の支出と 収入
を比較すると 、 最大138万円のメ リ ッ ト を得ら れる計算と なっ ています。

注） 購入する電気料金が試算条件より も 高く なる場合や太陽光発電システムの導入に対する地方
公共団体補助の受給可否等によっ て変わるこ と があり ます

電力量※1 経済的効果※1

自家消費による

電力購入量の削減効果

削減量

1,600kWh/年

購入電力価格34円/kWh※1の場合

約5.4万円/年の削減

売電による効果
売電量

2,400kWh/年

FIT期間中 売電価格16円/kWh※1

約3.8万円/年の収益

卒FIT後 売電価格8.5円/kWh※1

約2.0万円/年の収益

費用

システム設置費用※1 約117万円 （ 設置費用29.3万円/kW×4kW）

運転維持費用※1 パワーコ ンディ ショ ナーの交換費用 約27万円/台

表1 太陽光発電システム４ kWを設置するこ と による１ 年当り の経済的効果

表2 太陽光発電システム４ kWを設置・ 運転する ための費用

計算条件
※1 出所： 東京都環境局「 太陽光パネル設置に関するＱ ＆Ａ 」 （ 令和6年9月19日）

６

試算例 ４ kWの太陽光発電システムを設置し た場合の経済性シミ ュ レーショ ン



７

太陽光発電システムの能力を発揮さ せ、 安全に利用するためには、 適切な維持管理や点
検が必要と なり ます。

●日々、 気を付けたいこ と

一般的な住宅では、 日常的に居住者が屋根に上っ てメ ンテナンスする必要はあり ませ
ん。 太陽電池パネルの表面に、 ごみやほこ り 等がつく と 発電量は減り ますが、 雨風に
よっ てほぼ洗い流さ れます。

ただし 、 日々、 発電量の表示器などで発電量に異常が見ら れないかを確認し まし ょ う 。
また、 地震や台風などの後には、 目視によっ て異常がないかを確認し まし ょ う 。 極端に
発電量が少ない、 機器が破損し ているなど異常に気付いたと き には、 住宅を供給し た住
宅メ ーカ ーや工務店や、 太陽光発電システムメ ーカ ーに連絡し ます。

●定期的な保守点検
太陽光発電システムには、 FIT法（ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別

措置法） により 設備の適切な保守点検の実施が義務付けら れています。 一般家庭に設置
さ れる50kw未満の小出力の太陽光発電システムの場合には、 法的には定期点検を求めら
れていませんが、 4年に一回程度の頻度で自主的に点検するこ と が望まし い、 と さ れてい
ます。

また、 一般社団法人住宅生産団体連合会では、 会員企業が設置し た住宅用太陽光発電
システムの保守点検を実施するためのチェ ッ ク リ スト を定めており 、 こ れを参考にする
こ と ができ ます。 当該チェ ッ ク リ スト では、 住宅の定期点検時（ 屋根については、 築後
10年目以降に、 5年おき に実施） に併せて太陽光発電システムの点検を行う こ と と し てい

ます。 なお、 住宅供給事業者の点検者が不具合を確認し た場合、 別途、 太陽光発電シス
テムメ ーカ ーや専門業者による点検を依頼する必要があると し ています。

点検費用は、 専門業者に依頼すると １ 回当たり 4.7万円 程度と 言われています。

●機器の更新
太陽光発電システムも 、 他の設備機器と 同様に経年劣化し ますので、 更新が必要と な

り ます。 一般的に、 太陽電池パネルの寿命は25～30年程度、 パワーコ ンディ ショ ナ―な
どは15年程度と 言われています。

太陽光発電設備の維持管理

太陽光パネルによっ ては、 鉛などの有害物質が使用さ れているこ と も あり 、 廃棄する際
には専門業者を通じ て適切な処理が必要です。 廃棄する際には設置時の住宅メ ーカ ーや工
務店、 太陽光発電システムメ ーカ ーに相談し ます。

現在事業用の太陽光発電設備についてはリ サイク ル処理や太陽光パネルのリ ユースの取
組みが始まっ ています。 住宅用の設備についても リ サイ ク ルやリ ユースを実施する体制整
備が進めら れています。 将来のリ サイ ク ルやリ ユースをスムーズにするために、 設置する
太陽光パネルに使われている原材料について、 メ ーカ ーから 提供さ れた情報を保存し てお
き まし ょ う 。

太陽光発電設備の処分・ リ サイ ク ル

資料URL
https://www.kkj.or.jp/contents/build_ hojyojig yo/index.html

戸建住宅を 対象と し て、 太陽光発電システムを
・ 新築時に設置する 場合
・ 新築時には設置し ないが将来的な後載せを 想定し て計画・ 設計する場合
・ 太陽光発電システムの設置を 前提と し ていない既存住宅に設置する場合

の３ ケースに分け、 住宅メ ーカ ー、 工務店、 設計事務所、 太陽光発電シス
テム事業者、 消費者を 対象と し て、 住宅側の留意事項を 整理し 、 Q&A形式
でわかり やすく 解説し ています。

参考資料： 「 戸建住宅の太陽光発電システム設置に関するQ&A」 （ p.3～８ の引用元）



設備の特徴

太陽の熱を使っ て温水や温風を作り 、 給湯

や冷暖房に利用するシステムです。 代表的な
太陽熱利用システムは、 太陽の熱を集める集
熱器、 温水を貯める貯湯槽、 追い焚き を行う
ボイ ラ から 構成さ れます。

集熱器と お湯を貯める部分が完全に分離し
ているも のは「 ソ ーラ ーシステム」 、 集熱器
と お湯を貯める部分が一体と なっ ているも の
は「 太陽熱温水器」 と 呼ばれています。

出所） 資源エネルギー庁ホームページ

② 太陽熱利用設備

８

□減圧弁のスト レ ーナは洗浄さ れ、 正常に
使用でき る 状態か

□集熱器固定線などにゆるみや錆は無いか
□集熱器に汚れや破損は無いか

設備の容量

家庭用設備の平均的な容量はそれぞれ下記のと おり です。
・ 太陽熱温水器： 貯湯量200～300L、 集熱面積3～4m2

・ ソ ーラ ーシステム： 貯湯量100～300L、 集熱面積4～6m2

※ 例えば、 奥行き 50cm×横80cm×高さ 60cmの浴槽には、 240Lのお湯が必要

また、 標準的な太陽熱利用設備において、 屋根に搭載する集熱器は2～3枚で4～6m2で
あるため、 太陽光発電には対応でき ない小さ な屋根にも 設置するこ と ができ ます。

設置コ スト および光熱費の年間節約金額の試算例

例えば東京都の4人家族が太陽熱利用設備を導入し た場合において、 １ 台あたり の年間
節約金額と 設置コ スト の目安は以下の通り です。

出所） 一般社団法人ソ ーラ ーシステム振興協会ホームページ （ https://www.ssda.or.jp/service/page6211/）
※各都道府県の県庁所在地における太陽熱利用設備導入効果の目安が公表さ れています

ソ ーラ ーシステム 太陽熱温水器

集熱面積： 6㎡
タ ンク ： 300L

設置コ スト ： 90万円

集熱面積： 4㎡
タ ンク ： 200L

設置コ スト ： 55万円

集熱面積： 3㎡
タ ンク ： 200L

設置コ スト ： 30万円

燃
料

LPガス 64,427円 41,601円 39,059円

都市ガス 31,779円 19,881円 20,371円

灯油 24,519円 15,051円 16,216円

設備の点検

出所） 資源エネルギー庁ホームページ

出所） 一般社団法人ソ ーラ ーシステム振興協会ホームページ

表5 太陽熱利用システム1台当たり の設置コ スト および年間節約金額の試算

□ボイ ラ ー周囲に可燃物はないか
□配管等から の水漏れ、 熱媒体の漏れが無いか
□安全弁は正常に作動する か
□蓄熱槽は洗浄さ れ、 正常に使用でき る状態か

ユーザーが日常的に行う 点検項目と し ては、 下記のよう なも のがあり ます。
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再生可能エネルギー利用設備に関する説明書 

 

年   月   日 

 

          様 

 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 63 条第１項の規定による説明をします。この

説明書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

［建築物に関する事項］ 

所在地：                      

 

 

［再生可能エネルギー利用設備に関する事項］ 

設置予定の設備の種類 設置予定の設備の規模 

□ 太陽光発電設備           [kW]（システム容量） 

□ 太陽熱利用設備 
          [m2] （集熱面積） 

           [L] （タンク容量） 

□ その他：                              [   ] 

□ 該当無し 理由：                               

※上記は、説明日時点で設置を予定する設備についての情報であり、今後の設計変更等による 

変更が生じないことを保証するものではありません。 

 

［建築士に関する事項］ 

氏名：              

資格：    建築士      登録 第    号
 

 

［建築士事務所に関する事項］ 

名称：                    

所在地：                        

区分（一級、二級、木造）：    建築士事務所
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